
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
二
件
） 

（
地
域
振
興
課
）　

　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
基
準
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
医
療
機
関 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
に
関
す
る
通
知
内
容
の
掲
示 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出 

（
下　
水　
道　
課
）　

　

三

〇
宮
城
県
黒
川
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事

　

務
の
委
託 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

三

〇
宮
城
県
上
沼
高
等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
の
委

　

託
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
税　

務　

課
）　

　

四

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

四

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
三
年
号
外
第
四
五
号
中 

五

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　

気
仙
沼
市
西
八
幡
前
、
同
字
西
中
才
の
一
部
、
同
字
大
岩
井
山
の
一
部
、
同
字
蔵
底
の
一
部

五　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　

気
仙
沼
市
本
吉
町
西
川
内

五　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号
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救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
次
の

救
急
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
二
日
を
も
っ
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
の
で
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2256号　平成23年５月17日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

名　
　
　

称

美
里
町
立
南
郷
病
院

所　
　

在　
　

地

美
里
町
木
間
塚
字
原
田
五

認
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年
五
月
一

日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
六
年
四
月
三

十
日

名　
　
　
　
　
　

称

石
巻
市
立
病
院

石
巻
市
立
雄
勝
病
院

石
巻
市
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー

公
立
志
津
川
病
院

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

石
巻
市
南
浜
町
一
丁
目
七－
二
〇

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
伊
勢
畑
一－
二
五

石
巻
市
南
浜
町
一
丁
目
七－

二
五

南
三
陸
町
志
津
川
字
汐
見
町
一
五

氏　

名

花
釜　

正
和

診
療
科
目

呼
吸
器
内
科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

石
巻
赤
十
字
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一

矢
満
田
慎
介

生
方　
　

智

渡
邉　

香
奈

�
橋　
　

望

呼
吸
器
内
科

呼
吸
器
内
科

呼
吸
器
科

循
環
器
科

石
巻
赤
十
字
病
院

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総
合
病

院宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー

大
崎
市
民
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一

塩
竈
市
錦
町
十
六－

五

名
取
市
愛
島
塩
手
字
野
田
山
四
十
七－

一大
崎
市
古
川
千
手
寺
町
二
丁
目
三－

十

氏　

名

更
科　

広
記

診
療
科
目

外

科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

石
巻
赤
十
字
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一

氏　
　

名

宮
崎　
　

裕

診
療
科
目

泌
尿
器
科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

新

サ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク

旧

医
療
法
人
社
団
や

す
ら
ぎ
の
里
サ
ン

ク
リ
ニ
ッ
ク

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

登
米
市
南
方
町
鴻
ノ
木
百
五
十
二－

一



一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
七
ヶ
宿
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す

る
予
定
で
あ
る
旨
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
日
付
け
二
十
二
森
整
第
三
百
九
十
七
号
で
関
係
者
あ
て
通
知
し
た
と
こ

ろ
、
次
の
者
は
、
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
栗
原
市
役
所

に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
耕
英
南
二
一
の
一

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
　

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
耕
英
南
二
二
番
地　

鈴
木　

信
子

三　

通
知
の
内
容

　

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
二
号
で
告
示
し
た
と
お
り
保
安
林
に

指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

　

大
衡
村
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称　

大
衡
村
流
域
関
連
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

阿
武
隈
川
下
流
流
域
下
水
道

二　

変
更
事
項

　
　

指
定
管
理
者
の
名
称

三　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
黒
川
高

等
学
校
の
農
産
物
の
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
南
三
丁
目
六
番
地
の
二　

あ
さ
ひ
な
農
業
協
同
組
合

（3）　 平成23年５月17日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2256号　　 

変　
　
　
　

更　
　
　
　

後

水
i
n
g
株
式
会
社

変　
　
　
　

更　
　
　
　

前

荏
原
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社



二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
上
沼
高

等
学
校
の
農
産
物
の
み
や
ぎ
総
合
家
畜
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
四

月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
三
丁
目
九
番
地
の
一　

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
上
沼
高

等
学
校
の
農
産
物
の
株
式
会
社
宮
城
県
食
肉
流
通
公
社
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二

十
三
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　
　
　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
中
江
三
丁
目
九
番
地
の
一　

み
や
ぎ
登
米
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
上
沼
高

等
学
校
の
農
産
物
の
な
か
だ
農
産
物
直
売
所
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
四

月
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

登
米
市
中
田
町
石
森
字
本
町
九
十
五
番
地
の
一　

な
か
だ
農
産
物
直
売
所
管
理
運
営
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
次
期
税
務
シ
ス
テ
ム
（
仮
称
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
管

理
支
援
（
Ｐ
Ｍ
Ｏ
）
等
業
務

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
株
式
会
社
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ

ズ
サ
ー
ビ
ス
部
門　

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
十
六
番
三
号　

品
川
グ
ラ
ン
ド
セ
ン
ト
ラ
ル
タ
ワ
ー

五　

契
約
金
額　

一
億
一
千
二
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
方
法　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療

の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

第2256号　平成23年５月17日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

名　
　
　

称

エ
ル
ム
調
剤
薬
局

中
央
薬
局

所　
　

在　
　

地

名
取
市
増
田
字
柳
田
六
番
地
の
一

角
田
市
角
田
字
扇
町
十
一－

十
四

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日



 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
三
年
号
外
第
四
五
号
（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日
付
け
）
中

（5）　 平成23年５月17日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2256号　　 

ひ
か
り
薬
局
さ
く
ら
木

多
賀
城
市
桜
木
二
丁
目
一－

十

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

ペ
ー
ジ

六

段上

行
後
ろ
か

ら
一
一

正

占
用
の
期
間

　
　
　
　
　
　
　

誤

占
用
期
間


